
 

 

審査評価基準 

 

総合点を 100 点とし、見積価格（10 点）及び企画提案書等（90 点）の合計点で評価を行うも

のとする。なお、総合点で 60 点に達しない場合は、失格とする。 

 

（１）価格評価【10 点】 

評価点数は、価格提案書に記載の費用（税込）を基に、次の計算式で算出し、下記の評価基準

に当てはめたものとする。なお、小数点以下は四捨五入で計算を行う。 

評価基準（％）＝見積価格÷提案限度額×100 

 

 評価基準 点数 

 

 

 

見積価格／提案限度額 

80%未満 10 

80%以上 85%未満 7 

85%以上 90%未満 5 

90%以上 95%未満 3 

95%以上 100%まで 1 

 

  



 

 

（２）提案書等の評価【90 点】 

※すべての審査員の平均を採用する。（小数点第２位を四捨五入） 

評価項目 評価の着目点 評価点 
評価 

着目点に照らし以下
の評価を行う 

業務実施体制 

本市との打合せや問合せに的確・迅速に対

応でき、確実な業務を遂行できる体制が取

られているか 。 

10 

・良い： 
評価点×1.0 

 
・まあ良い： 

評価点×0.8 
 
・ふつう： 

評価点×0.6 
 
・やや劣る： 

評価点×0.3 
 
・劣る： 

評価点×0.1 
 

業務実績 
過去において十分な業務実績を有している

か。 
10 

実施手順 
仕様書の内容に基づき、効率的なスケジュ

ールが計画されているか。 
10 

業務理解度 
本業務の目的を理解し 、専門的見地からふ

さわしい提案を行っているか。 
10 

基礎調査 本市の現状等を的確に把握しているか 10 

提案の実現性 
提案内容は、有益かつ実現可能なものにな

っているか。 
10 

調査結果の分析 

調査結果を 事業スキームの検討に反映させ

るための 具体的な分析方法が示されている

か。 

15 

独自提案・工夫 
成果を高めるための独自の提案・工夫が見

られるか。 
15 

評価点の合計 ― 90 ― 

 


